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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

１  新聞に、今後の地方交付税は支所数に応じて配分すると出ていた

が、現在の支所を統廃合すれば交付税収入が減少するのではないか。

逆に維持すれば交付税措置も継続するのではないか。 

 それを織り込んで公共施設の統廃合計画を作成しているのか。そ

の交付税措置の概要がわからないのに、支所の統廃合を進めるのは

拙速ではないか。 

 現在の市長の施策と統廃合計画の関連性がわからない。一方で統

廃合と言いながら、他方ではコミュニティや地域の強化と言ってお

り、全く矛盾している。 

 地域から施設を奪えば、強化にはつながらない。徳山などは良い

が、熊毛などの交通の利便性が悪く、高齢者の多い地域では、近く

の集会所に行くのが難しい住民もいる。そのような周辺地域や交通

弱者の住民のことを考えた統廃合計画にしているのか。 

 「公共施設再配置の基本方針（案）」は、昨年公表した「周南市公

共施設白書」で整理した本市が保有する施設等の現状と課題等を踏

まえ作成したもので、今後、策定する「（仮称）周南市公共施設再配

置計画」に取り込み、「公共施設の再配置」の基本とするものです。 

 この「基本方針（案）」では、地域の拠点となる総合支所や支所、

公民館を中心とした地域づくりの推進と、機能や提供する市民サー

ビスについては維持していくこととしています。 

 

 なお、地方交付税に関しては、平成２５年１月２４日に総務省が

公表した内容によると、合併団体の旧市町の役場を支所とみなして

（本庁が所在する旧市町の役場は除く）、支所に要する経費を旧市町

ごとに算定し、その合算額を合併団体の地方交付税（普通交付税）

の一本算定に、平成２６年度以降、３年間かけて３分の１ずつ加算

するもので、現有の全ての支所が対象となる制度ではございません。 

 

２ 公共施設の耐震化・老朽化の対応として、耐震改修工事が考えら

れ、進められているのは、とても大事なことだと思っている。 

 公共施設の中でも、特に市民館は、多くの市民が利用している。

市民館は部屋数も多く、利用料が安いので、文化を高めるためによ

り多くの人が利用できる。それ故に、市民館の存続は、文化を高め

るためにも大切であると思う。 

 「公共施設再配置の基本方針（案）」では、今後、市が目指してい

く「公共施設の保有の在り方」を、 

①次の世代に継承可能な施設保有（量の最適化） 

②市民ニーズの変化に対応するサービスの提供（サービスの最適化） 

③効果的で効率的な施設の管理運営（コストの最適化） 

④安全に、安心して使用できる施設整備（性能の最適化） 

の４項目とし、本市の身の丈に合った施設の保有総量の適正化、い

わゆる「公共施設の再配置」を実現することとしています。 
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２   なお、市民館については、耐震性はもとより、老朽化が著しく進

んでいることから新庁舎建設工事を機に解体し、駐車場用地や工事

用地として活用する予定としており、今の市民館が持つ役割や機能

のうち、会議室は、新庁舎内にその機能を移転し確保する（大会議

室１室、小会議室６室）としています。 

 

３ ①①①①    現段階／現公開資料で、一市民が意見を述べる困難さを考慮し現段階／現公開資料で、一市民が意見を述べる困難さを考慮し現段階／現公開資料で、一市民が意見を述べる困難さを考慮し現段階／現公開資料で、一市民が意見を述べる困難さを考慮し

て、今後の意見聴取をお願いしたい。て、今後の意見聴取をお願いしたい。て、今後の意見聴取をお願いしたい。て、今後の意見聴取をお願いしたい。    

 

・市民にとって気になるのは「自分が利用する近隣の公共施設」と

思われるが、「公共施設再配置の基本方針（案）」に示されたのは

「公共施設」全般であり、床面積比較資料をみると、「学校関連施

設」と「市営住宅」で半分以上を占めている。 

 

・床面積の半分以上を占める「学校関連施設」や「市営住宅」と、

それ以外の施設を同一に「公共施設」として扱っている基本計画

に対する意見収集では、一部施設の改廃是非に終始するか、全体

的な一般論で終わってしまうかになりかねない。 

 

 「公共施設再配置の基本方針（案）」は、昨年公表した「周南市公

共施設白書」で整理した本市が保有する施設等の現状と課題等を踏

まえ作成したもので、今後、策定する「（仮称）周南市公共施設再配

置計画」に取り込み、「公共施設の再配置」の基本とするものです。 

 

 また、「基本方針（案）」では、今後、市が目指していく「公共施

設の保有のあり方」を、 

①次の世代に継承可能な施設保有（量の最適化） 

②市民ニーズの変化に対応するサービスの提供（サービスの最適化）

③効果的で効率的な施設の管理運営（コストの最適化） 

④安全に、安心して使用できる施設整備（性能の最適化） 

の４項目とし、本市の身の丈に合った施設の保有総量の適正化、い

わゆる「公共施設の再配置」を実現することとしています。 

 

 今後の「公共施設再配置計画」の策定にあたっては、学校関連施

設や市営住宅に限らず、暮らしに身近な各施設等、施設分類や分野

毎に、「公共施設の再配置」を検討してまいります。 
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３ ②②②②    施設種類別の協議を深める一方、種類を超施設種類別の協議を深める一方、種類を超施設種類別の協議を深める一方、種類を超施設種類別の協議を深める一方、種類を超えた対応の検討をおえた対応の検討をおえた対応の検討をおえた対応の検討をお

願いしたい。願いしたい。願いしたい。願いしたい。    

 

・市が保有する施設を全て現状レベルに建替え・改修した場合の試

算結果が表記されているが、その詳細（どの施設 （分野）の改修

等の費用が高額になるか、その施設の利用状況の高低等の詳細）

が不明である。 

 

・人口減少を考えた場合、一番影響が出るのが、床面積全体に占め

る割合の大きい「学校関連施設」と「市営住宅」と思われる。 

これらの統廃合をまず考えたなら、必要費用もかなり変わってく

ると思われる。 

 

・この様に、施設種類によって統廃合検討で発生する費用減効果も

大きく差が有ると思われる。 

その点を考慮して、ある施設の費用減効果を他施設の維持に回し

たり、また、施設種類を超えての活用を考える、民間施設の活用

等々、検討方法は多岐に渡るため、専門家による検討が必要と思

われる。 

 

 

 「基本方針（案）」の中で掲載している公共施設の更新費用の試算

は、昨年公表した「公共施設白書」から引用したものです。 

 

 施設分類・分野毎の公共施設の更新費用の算定については、「公共

施設再配置計画」策定にあたり検討してまいります。 

 

 また、施設分類・分野を超えた利活用、民間施設の活用等を明確

にするため、以下のとおり「基本方針（案）」へ反映します。 

 

【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】    

「基本方針（案）」のＰ９「ア．量の最適化」の項目の中に、「公「基本方針（案）」のＰ９「ア．量の最適化」の項目の中に、「公「基本方針（案）」のＰ９「ア．量の最適化」の項目の中に、「公「基本方針（案）」のＰ９「ア．量の最適化」の項目の中に、「公

共施設総量の抑制を図る手法の一つとして、施設の複合化や民間施共施設総量の抑制を図る手法の一つとして、施設の複合化や民間施共施設総量の抑制を図る手法の一つとして、施設の複合化や民間施共施設総量の抑制を図る手法の一つとして、施設の複合化や民間施

設の活用等の手法を検討します。」を付け加えます。設の活用等の手法を検討します。」を付け加えます。設の活用等の手法を検討します。」を付け加えます。設の活用等の手法を検討します。」を付け加えます。    

③③③③    ②の検討結果を提示しつつ、個々の施設について周辺市民や使②の検討結果を提示しつつ、個々の施設について周辺市民や使②の検討結果を提示しつつ、個々の施設について周辺市民や使②の検討結果を提示しつつ、個々の施設について周辺市民や使

用者の意見を収集する方が、有効な統廃合計画への近道とも思える。用者の意見を収集する方が、有効な統廃合計画への近道とも思える。用者の意見を収集する方が、有効な統廃合計画への近道とも思える。用者の意見を収集する方が、有効な統廃合計画への近道とも思える。    

    

 「公共施設再配置計画」の策定にあたっては、市民の皆様との情

報共有等を図りながら、合意が得られるよう努めてまいります。 
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４ ①①①①    公共施設の再配置に対する意見を述べる前に、「広報しゅうな公共施設の再配置に対する意見を述べる前に、「広報しゅうな公共施設の再配置に対する意見を述べる前に、「広報しゅうな公共施設の再配置に対する意見を述べる前に、「広報しゅうな

ん」１２月１５日号の編集に対する意見を述べる。ん」１２月１５日号の編集に対する意見を述べる。ん」１２月１５日号の編集に対する意見を述べる。ん」１２月１５日号の編集に対する意見を述べる。    

 

・２ページから３ページまで「老朽化する公共施設への対応」「周南

市公共施設白書が完成」の記事が掲載され、４８９ページにわた

る「公共施設白書」の中心が説明されている。 

そして４ページの上半分で「公共施設白書」の構成について記載

されている。 

 

・これに対して、今回、市民にパブリック・コメントを求めている

「公共施設再配置の基本方針（案）」は、４ページの下半分に、４

つの項目だけが記載され、その内容は市役所・総合支所・支所・

公民館などに見に行って意見を提出するというものである。 

 

・市民に意見を求めるなら、こちらの内容を主にした広報でなけれ

ばいけないと思うが、行政改革推進室公共施設再配置担当の意見

を聴きたい。 

 

 市では、現在保有する公共施設の現状と課題を整理した「周南市

公共施設白書」を作成するとともに、今後、策定を進める「（仮称）

周南市公共施設再配置計画」の基本的な方針として、「公共施設再配

置の基本方針（案）」を作成し、昨年１１月に公表しました。 

 この「公共施設白書」の作成と「基本方針（案）」に対するパブリ

ック・コメントの実施の告知を、昨年１１月１５日号の市広報で行

いました。 

 １２月１５日号の市広報では、市が保有する公共施設の現状と課

題等を市民の皆様と情報共有を図ることを目的に「公共施設白書」

の概略の説明を行いました。この紙面を活用して「基本方針（案）」

に対する意見募集を行うパブリック・コメントへの協力依頼を、再

度掲載したものです。 

 

 「公共施設白書」の説明や「基本方針（案）」へのパブリック・コ

メントの協力依頼は、市内２０箇所で実施した「市長と語ろう！も

やいミーティング」や、１２月１６日から年末にかけての市政だよ

り、市ホームページへの掲載、本庁や各総合支所、各支所・公民館

等の４４箇所に冊子の設置等を行い、できる限り多くの市民の皆様

が閲覧できるよう努めてきたものです。 

 

 また、公共施設の現状や課題等を整理した「公共施設白書」は、

市内の各図書館での貸し出しや本庁や各総合支所、各支所・公民館

等の４４箇所への備え付けを継続するとともに、今後も、市広報を

始め、様々な機会を通して、情報提供をすることとしています。 
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４ ②②②②    ２０１２年１０月に突如発表された２０１２年１０月に突如発表された２０１２年１０月に突如発表された２０１２年１０月に突如発表された「公共施設再配置計画（案）」「公共施設再配置計画（案）」「公共施設再配置計画（案）」「公共施設再配置計画（案）」

について、２０１２年１２月２５日「出前トーク」がについて、２０１２年１２月２５日「出前トーク」がについて、２０１２年１２月２５日「出前トーク」がについて、２０１２年１２月２５日「出前トーク」が““““コアプラザコアプラザコアプラザコアプラザ

かのかのかのかの””””で開かれ、約８０人が参加した。パブリック・コメントにはで開かれ、約８０人が参加した。パブリック・コメントにはで開かれ、約８０人が参加した。パブリック・コメントにはで開かれ、約８０人が参加した。パブリック・コメントには

１７９件の内１２５件が鹿野地域からの意見であった。１７９件の内１２５件が鹿野地域からの意見であった。１７９件の内１２５件が鹿野地域からの意見であった。１７９件の内１２５件が鹿野地域からの意見であった。    

そして、２０１３年１月３０日に、「鹿野地区連合自治会」と「明そして、２０１３年１月３０日に、「鹿野地区連合自治会」と「明そして、２０１３年１月３０日に、「鹿野地区連合自治会」と「明そして、２０１３年１月３０日に、「鹿野地区連合自治会」と「明

るく元気な鹿野を作る会」は、地域有権者の３分の２にあたる１９るく元気な鹿野を作る会」は、地域有権者の３分の２にあたる１９るく元気な鹿野を作る会」は、地域有権者の３分の２にあたる１９るく元気な鹿野を作る会」は、地域有権者の３分の２にあたる１９

８２名の署名を添えて計画の見直しを求めた。８２名の署名を添えて計画の見直しを求めた。８２名の署名を添えて計画の見直しを求めた。８２名の署名を添えて計画の見直しを求めた。    

その後、市議会の要望決議などもあり、２月１９日に議会に対しその後、市議会の要望決議などもあり、２月１９日に議会に対しその後、市議会の要望決議などもあり、２月１９日に議会に対しその後、市議会の要望決議などもあり、２月１９日に議会に対し

て計画を再考するむね明らかにされた。て計画を再考するむね明らかにされた。て計画を再考するむね明らかにされた。て計画を再考するむね明らかにされた。    

    

 平成２４年１０月に公表した「公共施設再配置計画（案）」につい

ては、その際に実施したパブリック・コメントや市議会の要望決議

等を踏まえ、取り下げたうえで再考することにいたしました。 

 

 「公共施設の再配置」を進めるにあたっては、本市の歴史や成り

立ち、現在に至る財政状況や将来の人口動向、各地域の状況なども

含め、公共施設の現状と課題等の整理を行い、市民の皆様との情報

共有を図ることの必要性から、昨年、「公共施設白書」を作成し、公

表しているところです。 

③③③③    合併前に旧市町がそれぞれ整備してきた多くの公共施設がある合併前に旧市町がそれぞれ整備してきた多くの公共施設がある合併前に旧市町がそれぞれ整備してきた多くの公共施設がある合併前に旧市町がそれぞれ整備してきた多くの公共施設がある

といっているが、それは、その地域に必要な施設であるといっているが、それは、その地域に必要な施設であるといっているが、それは、その地域に必要な施設であるといっているが、それは、その地域に必要な施設であるから整備さから整備さから整備さから整備さ

れたものである。合併して、より便利に利用できるよう統廃合するれたものである。合併して、より便利に利用できるよう統廃合するれたものである。合併して、より便利に利用できるよう統廃合するれたものである。合併して、より便利に利用できるよう統廃合する

ことを全面否定はしないが、もともと不必要なものは造っていない。ことを全面否定はしないが、もともと不必要なものは造っていない。ことを全面否定はしないが、もともと不必要なものは造っていない。ことを全面否定はしないが、もともと不必要なものは造っていない。    

 

・合併して１０年経った。合併までに合併協議会でどのような議論

がされたのか。合併後の新しいまちづくりの計画「新市建設計画」

の基本になるものは何かなど、合併にいたるまでの経緯は尊重さ

れるべきである。 

 

・「新市建設計画」では、合併後の新しい街の姿は「複数の地域核を

持つ多極ネットワーク型都市の形成」としている。新南陽、熊毛、

鹿野に「支所」でなく、「総合支所」を置いているのは、「複数の

地域核」という位置づけからで、この立場を重視すべきである。 

 「基本方針（案）」では、「公共施設の保有のあり方」を実現する

ための方針として、地域の拠点となる総合支所や支所、公民館を中

心とした地域づくりの推進と、それらで行われている機能、提供さ

れている住民サービスについては維持していくことを基本として

「公共施設の再配置」に取組むこととしています。 

 

 この方針は、今後、策定する「公共施設再配置計画」に取り込む

こととしておりますので、総合支所の機能、提供されている住民サ

ービスについては維持していくことを基本に検討してまいります。 
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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

４ ・今回の「公共施設再配置の基本方針（案）」では、公共施設の保有

のあり方を実現するための方針のひとつとして、「地域の拠点とな

る総合支所や支所、公民館を中心とした地域づくりの推進と、そ

れらで行われている機能、提供されている市民サービスについて

は維持していくことを基本として、公共施設の再配置に取り組み

ます。」としている。 

 

・先に述べたように、「総合支所」を「支所」と同列に位置づけるこ

とには反対する。 

 昨年１１月２２日に、“コアプラザかの”で開かれた「市長と語ろ

う！もやいミーティング」では、「鹿野総合支所については、現在

の３課体制でいく」といわれたが、ぜひこの体制を維持していた

だくよう要望する。 

 

 

④④④④    道の駅ソレーネ周南に４億円、新駅ビルに２５億円、自動車学道の駅ソレーネ周南に４億円、新駅ビルに２５億円、自動車学道の駅ソレーネ周南に４億円、新駅ビルに２５億円、自動車学道の駅ソレーネ周南に４億円、新駅ビルに２５億円、自動車学

校跡地の購入に６億円、本庁舎の建設に９４億円と、多額の費用校跡地の購入に６億円、本庁舎の建設に９４億円と、多額の費用校跡地の購入に６億円、本庁舎の建設に９４億円と、多額の費用校跡地の購入に６億円、本庁舎の建設に９４億円と、多額の費用

をかけて整備している。耐震性が無く、「安心」と「つながり」のをかけて整備している。耐震性が無く、「安心」と「つながり」のをかけて整備している。耐震性が無く、「安心」と「つながり」のをかけて整備している。耐震性が無く、「安心」と「つながり」の

まちづくりの拠点としての新庁舎の建設は結構と思うが、耐震性まちづくりの拠点としての新庁舎の建設は結構と思うが、耐震性まちづくりの拠点としての新庁舎の建設は結構と思うが、耐震性まちづくりの拠点としての新庁舎の建設は結構と思うが、耐震性

が無いということでは、地域核の中心である新南陽総合支所も鹿が無いということでは、地域核の中心である新南陽総合支所も鹿が無いということでは、地域核の中心である新南陽総合支所も鹿が無いということでは、地域核の中心である新南陽総合支所も鹿

野総合支所も同じである。野総合支所も同じである。野総合支所も同じである。野総合支所も同じである。    

合併特例債を使うので合併特例債を使うので合併特例債を使うので合併特例債を使うのであれば、新庁舎と一緒に建替えや、耐震あれば、新庁舎と一緒に建替えや、耐震あれば、新庁舎と一緒に建替えや、耐震あれば、新庁舎と一緒に建替えや、耐震

工事を行うべきである。工事を行うべきである。工事を行うべきである。工事を行うべきである。    

 

 

 上記③のとおり、総合支所の機能、提供されている住民サービス

については維持していくことを基本に検討してまいります。 
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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

４ ⑤⑤⑤⑤    鹿野公民館の機能は、鹿野公民館の機能は、鹿野公民館の機能は、鹿野公民館の機能は、““““コアプラザかのコアプラザかのコアプラザかのコアプラザかの””””に移ったという認識はに移ったという認識はに移ったという認識はに移ったという認識は

間違いである。間違いである。間違いである。間違いである。    

        現に、舞台を持つ講堂は残されたままで、今も使用している。現に、舞台を持つ講堂は残されたままで、今も使用している。現に、舞台を持つ講堂は残されたままで、今も使用している。現に、舞台を持つ講堂は残されたままで、今も使用している。

本来なら、１５億円の整備計画であった、“コアプラザかの”の建本来なら、１５億円の整備計画であった、“コアプラザかの”の建本来なら、１５億円の整備計画であった、“コアプラザかの”の建本来なら、１５億円の整備計画であった、“コアプラザかの”の建

設時に造られていなければならない施設である。設時に造られていなければならない施設である。設時に造られていなければならない施設である。設時に造られていなければならない施設である。    

    

・鹿野自治会連合会は、地区内８４団体の署名を添えて、講堂に変

わる「ホール」の建設を市長に要望した。市長からの回答は、「鹿

野地区住民の要望は以前から認識していたが、８４団体に及ぶ多

くの方々の署名による要望書を目の当たりにし、改めて重く受け

止める」、「今後の重要な課題とし、調査、研究する」とされてい

る。１５億円の整備計画の半分の事業費で“コアプラザかの”は

建設されている。ホール建設を実現できるよう強く要望する。 

 

 

 

 「基本方針（案）」では、今後、市が目指していく「公共施設の保

有のあり方」を、 

①次の世代に継承可能な施設保有（量の最適化） 

②市民ニーズの変化に対応するサービスの提供（サービスの最適化） 

③効果的で効率的な施設の管理運営（コストの最適化） 

④安全に、安心して使用できる施設整備（性能の最適化） 

の４項目とし、本市の身の丈に合った施設の保有総量の適正化、い

わゆる「公共施設の再配置」を実現することとしています。 

 公共施設が抱える課題や問題等は、少子高齢化が急速に進む中山

間地域と都市地域では状況に違いがありますので、その地域の特性

等にも配慮しながら、今後、策定する「公共施設再配置計画」の中

で、検討してまいります。 

⑥⑥⑥⑥    最後に、一番大切なことは、どのような小さな施設でも、それ最後に、一番大切なことは、どのような小さな施設でも、それ最後に、一番大切なことは、どのような小さな施設でも、それ最後に、一番大切なことは、どのような小さな施設でも、それ

を使用している住民からみれば、かけがえのない施設である。統を使用している住民からみれば、かけがえのない施設である。統を使用している住民からみれば、かけがえのない施設である。統を使用している住民からみれば、かけがえのない施設である。統

廃合するときは、関係する住民とのきめ細かな話し合いをして合廃合するときは、関係する住民とのきめ細かな話し合いをして合廃合するときは、関係する住民とのきめ細かな話し合いをして合廃合するときは、関係する住民とのきめ細かな話し合いをして合

意を得られることを強く要望する。意を得られることを強く要望する。意を得られることを強く要望する。意を得られることを強く要望する。    

    

    

    

    

 全ての施設は、利用される市民の皆様にとって大切な財産である

と理解しております。 

 「公共施設再配置計画」の策定にあたっては、市民の皆様との情

報共有等を図りながら、合意が得られるよう努めてまいります。 
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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

５ ①①①①    社会資本のストック量が多い学校関連施設につ社会資本のストック量が多い学校関連施設につ社会資本のストック量が多い学校関連施設につ社会資本のストック量が多い学校関連施設についていていていて    

学校関連施設は廃校になっているものを除いては、廃止すること

はできないと思う。しかし、既存施設を建替えで更新する際は、将

来の児童数または生徒数をしっかり予測し、過剰な施設にならない

よう心掛けてほしい。宅地分譲やマンション建設に伴う児童数や生

徒数の増加は一過性のものであり、その後は減少に転じるケースが

多い。 

必要最低限の教室数しか確保しないことが重要である。仮に児童

数・生徒数が増加した場合は、プレハブ等の仮設施設で対応すべき

である。 

とにかく、ストック量を減らし、身軽にすべきである 

 

・将来児童生徒数予測を正確に行い、それに見合った施設整備、維

持を行う。 

・校区内の住宅状況を勘案し、プレハブ校舎の導入も検討する。 

・施設のストック量は、最小限にする。 

 

    

 「公共施設再配置の基本方針（案）」では、今後、市が目指してい

く「公共施設の保有のあり方」を、 

①次の世代に継承可能な施設保有（量の最適化） 

②市民ニーズの変化に対応するサービスの提供（サービスの最適化） 

③効果的で効率的な施設の管理運営（コストの最適化） 

④安全に、安心して使用できる施設整備（性能の最適化） 

の４項目とし、本市の身の丈に合った施設の保有総量の適正化、い

わゆる「公共施設の再配置」を実現することとしています。 

 この量の最適化の中では、人口減少に合わせて施設保有量を縮減

することとし、これを実現するための方針に、量やサービス、コス

ト、性能の面からの方策を掲げています。 

 

 今後、この基本方針を取り込んだ「（仮称）周南市公共施設再配置

計画」の学校関連施設の分類では、校区内の住宅状況や将来の児童・

生徒数を考慮したうえで、「公共施設の再配置」を検討してまいりま

す。 

 

 なお、小学校や中学校では、既に合意が図られたところから休校

や廃校を進めており、これらの方向性ついても、「公共施設再配置計

画」の中で検討を進めてまいります。 
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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

５ ②②②②    社会資本のストック量が多い市営住宅について社会資本のストック量が多い市営住宅について社会資本のストック量が多い市営住宅について社会資本のストック量が多い市営住宅について    

これからは人口減少社会であり、住宅供給の必要性は、以前より

低いと考える。一方、超高齢社会に突入し、公営住宅はある程度は

必要と思う。しかし、老朽化した市営住宅は、更新にも改修にも解

体にもお金がかかる。経済的に優れた方法で対応をお願いしたい。 

 

市民ニーズに対応する方法として、民間アパートやマンションな

どを、市が借り上げ、市営住宅として運営する。または、市営住宅

に入居する代わりに、民間アパートや賃貸マンションに入居しても

らい、官民家賃の差額を入居者へ交付するなどの方法も考えられる。 

 

・ライフサイクルコストを重視した市営住宅運営 

・民間アパート等の施設を利活用した公営住宅化の推進 

・補助金交付型の公営住宅運営 

    

 「基本方針（案）」では、上記①のとおり、本市の身の丈に合った

施設の保有総量の適正化、いわゆる「公共施設の再配置」を実現す

ることとしています。 

 

 また、「基本方針（案）」では、「公共施設の保有のあり方」を実現

するための方針の中では、ＰＦＩ事業を含めたＰＰＰ（公民連携）

手法の拡大や活用による民間ノウハウの導入等を図ることとしてい

ます。 

 

 今後、策定する「公共施設再配置計画」では、公共施設の全体の

ライフサイクルコストを前提とした「公共施設の再配置」を検討す

ることとなります。 

 特に、市営住宅では、借上げ型公営住宅方式の導入等、民間事業

者の活用等を検討し、保有量の縮減等を検討する必要があると考え

ています。 

 

 「公共施設再配置計画」の策定にあたっては、既に策定している

「周南市公営住宅長寿命化計画」の見直しを含めて検討し、両計画

の整合を図りながら進めていきます。 

 

【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】【「基本方針（案）」への反映】    

    公共施設の再配置にあたっては、ライフサイクルコストが重要と公共施設の再配置にあたっては、ライフサイクルコストが重要と公共施設の再配置にあたっては、ライフサイクルコストが重要と公共施設の再配置にあたっては、ライフサイクルコストが重要と

なりますので、「基本方針」の中に、ライフサイクルコストの記述をなりますので、「基本方針」の中に、ライフサイクルコストの記述をなりますので、「基本方針」の中に、ライフサイクルコストの記述をなりますので、「基本方針」の中に、ライフサイクルコストの記述を

付け加えます。付け加えます。付け加えます。付け加えます。    
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№№№№    お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見お寄せいただいたご意見    市の考え方市の考え方市の考え方市の考え方    

５ ③③③③    中山間地域への対応について中山間地域への対応について中山間地域への対応について中山間地域への対応について    

行政区域の広い周南市にとって、中山間地域への対応は不可欠で

ある。 

少子高齢化が深刻な中山間部においては、地域の核となる公民館

や支所がなくなるのは、地域コミュニティ活動に致命的な影響を与

える。特に、小中学校が休校や廃校になっている地域は影響が深刻

である。かつては、小中学校が地域コミュニティの中心であったが、

小中学校がなくなり、地域コミュニティの中心は、公民館や支所と

なった。しかし、その公民館や支所までもがなくなると、地域コミ

ュニティは完全に崩壊してしまう。一方、公民館や支所を更新又は

維持・改修を行う財政力は、周南市にはそれほど余裕がない。合併

して、行政区域が拡大し、その様な中山間部が多いので、なお、財

政的には厳しいのが現状である。 

公民館としての機能を維持するためには、最小限の修繕を行い、

既存施設を使えるまで使い、最終的には、プレハブの施設にするな

ど、安価な方法で更新を行う。公民館の職員は、地元の方へ委託す

る方法が、ベストである。市職員を配属すると人件費が高い。 

 

支所も公民館と同様であるが、中長期的には支所は廃止し公民館

に機能を移す。その場合、地元へ管理委託する。住民票などの各種

証明書等の交付などは、市職員が行う必要があるので、交付方法の

検討が必要である。例えば、コンビニで交付できるとか、本庁から

出張方式で職員が週１回、その地区の公民館へ出向き事前予約等を

行った人へ交付を行うなど運用面での工夫を行う。 

 「基本方針（案）」では、地域の拠点となる総合支所や支所、公

民館を中心とした地域づくりの推進と、それらで行われている機

能、提供されている住民サービスについては維持していくことを基

本として「公共施設の再配置」に取組むこととしています。 

 

 公共施設が抱える課題や問題等は、少子高齢化が急速に進む中山

間地域と都市地域では状況に違いがありますので、その地域の特性

等にも配慮しながら、今後、策定する「公共施設再配置計画」の中

で、検討してまいります。 
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５ ・支所、公民館は可能な限り現施設を利用し、その後はプレハブ施

設とする。 

・将来的には、支所機能を公民館に集約する。 

・公民館の管理を地元委託するなど運営面での工夫を行う 

・住民票交付等々の交付・手続き方法の改革（コンビニ交付、出張

交付等々） 

    

    

 

６ 市役所の総合支所、支所、公民館などを市民（サービス）センタ市役所の総合支所、支所、公民館などを市民（サービス）センタ市役所の総合支所、支所、公民館などを市民（サービス）センタ市役所の総合支所、支所、公民館などを市民（サービス）センタ

ーとコミュニティセンターに再編することを提案する。ーとコミュニティセンターに再編することを提案する。ーとコミュニティセンターに再編することを提案する。ーとコミュニティセンターに再編することを提案する。    

 

（設置の趣旨）（設置の趣旨）（設置の趣旨）（設置の趣旨）    

モデルは警察の県警本部＝警察署＝交番・駐在所、または銀行な

どの本店＝地域統括支店＝支店がモデルであるが、上位下達の組織

ではなく、住民自治を中心とした機構として考えた。 

したがって、最も重要なのは住民に最も身近なコミュニティセン

ターになる。 

以下はその機能などである。 

 

（コミュニティセンター）（コミュニティセンター）（コミュニティセンター）（コミュニティセンター）    

住民の生活を最後の一人になるまで守るための拠点となる。 

各小学校区、旧小学校区ごとに設置、公民館、コミュティ組織な

どの事務局、市役所窓口機能を持ち、正規職員１～３人程度及び臨

時職員で運営する。 

 「公共施設再配置の基本方針（案）」では、「公共施設の保有のあ

り方」を実現するための方針として、地域の拠点となる総合支所や

支所、公民館を中心とした地域づくりの推進と、それらで行われて

いる機能、提供されている住民サービスについては維持していくこ

とを基本として「公共施設の再配置」に取組むこととしています。 

 これらの施設を市民（サービス）センター及びコミュニティセン

ターへ再編することについては、ご提案として受け止めさせていた

だきます。 

 

 また、地域別の整備方向、管理運営体制、学校施設の転用等につ

きましては、今後、検討を進めるうえでの参考意見とさせていだき

ます。 



    パブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメントパブリック・コメント        
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６ （市民サービスセンター）（市民サービスセンター）（市民サービスセンター）（市民サービスセンター）    

 中学校区ごとに実情に配慮しながら設置する。 

現在の総合支所と同様の産業を含めた地域振興、社会福祉、教育、

防災などの機能を持つ。そのため職員は原則として２０人以上とす

る。 

 

具体的には、 

・鹿野市民センター：鹿野総合支所を名称変更 

・新南陽市民センター：新南陽総合支所を名称変更 

・熊毛市民センター：熊毛総合支所を名称変更 

・大津島市民センター：離島であることを配慮して特設、職員数は

他のセンターよりも少数可 

・鼓南市民センター：半島部であることに配慮して特設、将来は太

華センターとも合併も 

・太華市民センター：太華中学校区を所管 

・徳山西部市民センター：桜田中学校区を所管 

・菊川市民センター：菊川中学校区を所管 

・徳山市民センター：本庁舎内に設置、住吉、岐陽、秋月、周陽中

校区を所管（周南団地市民センター：団地の高齢化などの推移を

見ながら将来的に設置） 

・須々万（都濃）市民センター：旧都濃町を所管 
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６ （本庁：本部）（本庁：本部）（本庁：本部）（本庁：本部）    

コミュニティセンター、市民センターをバックアップするととも

に長期的、広域的（都市連合を含む）な施策の立案、実行を担当す

る。 

    

（設置の進め方）（設置の進め方）（設置の進め方）（設置の進め方）    

建物は現在ある施設を使用、または学校施設（県立高校を含む）

などほかの施設からの転用、新築のいずれかとする。 

設置は住民の理解を得ながら、その知恵を生かしながら数年がか

りで進める。 

    

 

７ ①①①①    「公共施設に関する投資的経費」の中長期的な財政規律につい「公共施設に関する投資的経費」の中長期的な財政規律につい「公共施設に関する投資的経費」の中長期的な財政規律につい「公共施設に関する投資的経費」の中長期的な財政規律につい

て、市長・市当局と市議会は、市民に見える形で討議し、できれて、市長・市当局と市議会は、市民に見える形で討議し、できれて、市長・市当局と市議会は、市民に見える形で討議し、できれて、市長・市当局と市議会は、市民に見える形で討議し、できれ

ば合意してほしい。ば合意してほしい。ば合意してほしい。ば合意してほしい。    

    

 「公共施設再配置の基本方針（案）」では、本市の身の丈に合った

施設の保有総量の適正化、いわゆる「公共施設の再配置」を実現す

ることを前提としています。 

 

 また、現在市が保有する全ての公共施設や都市基盤施設（インフ

ラ施設）の更新や大規模改修等の整備を行うことは、財源の確保だ

けでなく、実質公債比率や将来負担比率等の市財政の健全性（財政

規律）の悪化の面からも、不可能な状況となっています。 

 

 今後の「（仮称）周南市公共施設再配置計画」の策定にあたっては、

市財政に与える影響等を検討し、議決案件となっている次期まちづ

くり基本構想やその基本計画との整合を図る中で進めてまいりま

す。 
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７ ②②②②    中長期的な財政規律を大前提として、行政改革推進本部を中心中長期的な財政規律を大前提として、行政改革推進本部を中心中長期的な財政規律を大前提として、行政改革推進本部を中心中長期的な財政規律を大前提として、行政改革推進本部を中心

に「公共施設の再配置に関する計画」を策定してほしい。に「公共施設の再配置に関する計画」を策定してほしい。に「公共施設の再配置に関する計画」を策定してほしい。に「公共施設の再配置に関する計画」を策定してほしい。    

また、類似施設における優先順位の資料を丁寧に作成する必要

がある。総論賛成、各論反対が利害関係のある市民の受け止め方

である。市民に対し、資料に基づく十分な説明責任を果たしてほ

しい。 

 「基本方針（案）」では、今後の「公共施設再配置計画」の策定

にあたって、市長を本部長とする行政改革推進本部を中心に全庁的

な取り組みとして推進することとしています。 

 

 また、「公共施設再配置計画」の策定においては、市民の皆様に

しっかり説明できる資料等を検討し、進めたいと考えています。 

 

 


